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１

最
高
裁
へ
上
告

２
０
１
５
年
７
月
３
０
日
に
言
い
渡
さ

れ
た
東
京
高
裁
判
決
に
対
し
て
、
自
衛
隊

機
・
米
軍
機
の
飛
行
差
止
を
求
め
て
い
た

原
告
ら
は
、
８
月
１
１
日
に
最
高
裁
に
対

し
て
民
事
訴
訟
、
行
政
訴
訟
の
双
方
に
つ

い
て
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
を
お
こ
な

っ
た
。
な
お
、
国
側
も
８
月
１
２
日
に
上

告
を
し
て
い
る
。

上
告
は
、
主
と
し
て
原
判
決
に
「
憲
法

解
釈
の
誤
り
」
や
「
憲
法
違
反
」
が
あ
る

と
き
に
認
め
ら
れ
る
。
上
告
受
理
の
申
立

と
は
、
上
告
理
由
と
は
別
に
原
判
決
に
「
最

高
裁
の
判
例
と
相
反
す
る
判
断
」
あ
る
い

は
「
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要
な
事
項
」

に
つ
い
て
判
断
の
誤
り
が
あ
る
場
合
な
ど

に
認
め
ら
れ
、
そ
の
申
立
に
対
し
て
最
高

裁
が
上
告
審
と
し
て
事
件
を
受
理
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
と
き
に
、
上
告
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
上
告

に
は
二
つ
の
手
続
が
あ
り
、
申
立
も
申
立

理
由
も
そ
れ
ぞ
れ
別
々
と
な
る
。
。

２

高
裁
判
決
の
問
題
点

ご
承
知
の
通
り
、
東
京
高
裁
判
決
は
、

原
告
ら
の
損
害
賠
償
請
求
及
び
将
来
請
求

に
つ
い
て
一
部
を
認
容
し
た
が
、
航
空
機

の
飛
行
差
止
に
つ
い
て
は
、
行
政
訴
訟
に

お
い
て
自
衛
隊
機
の
夜
間
早
朝
（
２
２
時

か
ら
翌
朝
６
時
ま
で
）
の
飛
行
差
止
を
認

め
た
横
浜
地
裁
一
審
判
決
を
維
持
し
た
も

の
の
、
米
軍
機
の
飛
行
差
止
に
つ
い
て
は
、

行
政
訴
訟
に
お
い
て
は
米
軍
に
対
す
る
行

政
処
分
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
、
ま
た

民
事
・
行
政
訴
訟
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

米
軍
機
は
日
本
の
支
配
の
及
ば
な
い
第
三

者
で
あ
っ
て
裁
判
に
よ
る
差
止
を
請
求
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
す
る
「
第
三
者
行

為
」
に
よ
り
請
求
が
退
け
ら
れ
た
。

原
告
ら
住
民
が
騒
音
被
害
と
し
て
強
く

訴
え
る
の
は
、
上
空
を
我
が
物
顔
に
飛
び

回
る
米
軍
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
被

害
で
あ
り
、
厚
木
基
地
周
辺
住
民
の
「
静

か
な
空
を
返
せ
」
と
い
う
訴
え
は
、
米
軍

機
の
差
止
な
く
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
弁
護
団
の
上
告
・
上
告
受
理
申

立
も
、
こ
の
米
軍
機
の
飛
行
差
止
に
力
点

を
置
き
様
々
な
角
度
か
ら
理
由
付
け
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
航
空
機
の
差
止

に
つ
い
て
は
行
政
訴
訟
で
は
な
く
、
原
告

ら
住
民
の
人
格
権
侵
害
に
よ
る
妨
害
排
除

請
求
と
し
て
民
事
訴
訟
に
よ
る
解
決
が
図

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
平
成
５
年

・
厚
木
基
地
最
判
の
論
理
矛
盾
を
指
摘

し
、
判
例
変
更
を
強
く
迫
っ
て
い
る
。

３

憲
法
で
認
め
ら
れ
た
権
利
の
侵
害

こ
れ
ま
で
一
審
、
控
訴
審
を
通
じ
て
憲

法
違
反
を
前
面
に
押
し
立
て
て
主
張
を
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
上
告
に
あ
た
っ

て
は
法
律
審
と
し
て
の
最
高
裁
の
性
格

上
、
憲
法
１
３
条
（
１
項
「
す
べ
て
国
民

は
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
）
、
２
５
条

（
１
項
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有

す
る
」
）
、
３
２
条
（
「
何
人
も
、
裁
判
所

に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ

な
い
」
）
な
ど
に
違
反
す
る
こ
と
を
積
極

的
に
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
４
０
年
以
上
に
わ
た
る
裁
判

の
中
で
、
基
地
騒
音
が
受
忍
限
度
を
超
え

た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
繰

り
返
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵

害
行
為
の
差
止
を
認
め
ず
、
騒
音
被
害
を

放
置
し
、
回
復
困
難
な
精
神
的
・
身
体
的

な
不
利
益
、
身
体
被
害
を
与
え
続
け
て
い

る
こ
と
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的

人
権
、
な
か
で
も
個
人
の
尊
厳
か
ら
導
か

れ
る
人
格
権
、
平
穏
生
活
権
（
憲
法
１
３

条
）
、
ま
た
健
康
で
快
適
な
生
活
を
維
持

す
る
た
め
に
は
良
好
な
環
境
が
享
受
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
環
境
権
（
憲

法
２
５
条
）
が
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

ま
た
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
は
、

裁
判
上
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
の
出
来
る

具
体
的
権
利
で
あ
り
、
司
法
に
よ
り
侵
害

行
為
の
差
止
を
認
め
ず
こ
れ
を
放
置
す
る

こ
と
は
、
司
法
に
よ
る
救
済
の
道
を
閉
ざ

す
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
行
政
訴
訟
に
お

け
る
判
断
の
中
で
、
米
軍
機
の
差
止
に
つ

い
て
は
行
政
処
分
が
存
在
し
な
い
、
ま
た

国
の
支
配
の
及
ば
な
い
第
三
者
の
行
為
で

あ
る
と
し
て
、
周
辺
住
民
が
こ
れ
を
差
し

止
め
る
法
的
手
段
を
全
て
否
定
し
た
こ
と

は
、
明
ら
か
に
原
告
ら
の
裁
判
を
受
け
る

権
利
（
憲
法
３
２
条
）
を
侵
害
す
る
も
の

で
あ
る
。

基
地
周
辺
住
民
の
受
け
る
被
害
を
改
め

て
憲
法
の
立
場
か
ら
み
た
と
き
、
本
来
で

あ
れ
ば
国
民
が
等
し
く
享
受
さ
れ
る
べ
き

基
本
的
人
権
が
、
周
辺
住
民
に
限
っ
て
保

障
さ
れ
な
い
、
無
視
さ
れ
る
と
い
う
由
々

し
き
事
態
に
至
っ
て
い
る
。
人
権
擁
護
の

最
後
の
砦
で
あ
る
司
法
が
、
自
ら
の
責
務

を
放
棄
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。

４
、
上
告
審
の
手
続

上
告
・
上
告
受
理
の
申
立
理
由
は
、
最

高
裁
が
定
め
る
期
限
内
に
理
由
書
を
東
京

高
裁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
、
高
裁
段
階
で

上
告
・
上
告
受
理
申
立
が
却
下
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
期
日
は
１
２
月

４
日
と
指
定
さ
れ
（
本
来
は
上
告
提
起
通

知
書
の
送
達
を
受
け
て
か
ら
５
０
日
と
規

則
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
何
と
か
粘
っ

て
多
少
延
長
し
て
も
ら
う
）
、
弁
護
団
と
し

て
も
タ
イ
ト
な
日
程
の
中
で
、
よ
う
や
く

期
限
内
に
書
き
上
げ
て
提
出
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
お
、
補
充
の
書
面
に
つ
い
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
予
定
で
い

る
。な

お
、
最
高
裁
は
前
述
の
通
り
法
律
審

で
あ
っ
て
事
実
審
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お

り
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
１
審
、
２

審
で
調
べ
ら
れ
た
証
拠
に
基
づ
く
認
定
事

実
を
前
提
に
し
て
お
り
、
改
め
て
証
拠
調

べ
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま

で
原
判
決
が
憲
法
に
違
反
す
る
か
、
憲
法

解
釈
を
誤
っ
て
い
る
か
、
重
要
な
法
令
解

釈
を
誤
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
告
に
理
由
あ

り
と
認
め
た
場
合
で
も
、
新
た
に
事
実
認

定
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
原
判
決
を

破
棄
し
て
原
審
差
し
戻
し
と
な
る
。
既
に

原
判
決
で
認
定
さ
れ
た
事
実
で
十
分
判
断

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
破
棄
差

し
戻
し
で
は
な
く
、
原
審
判
決
を
破
棄
し

て
、
別
途
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
と
な
る
。

私
た
ち
が
最
高
裁
に
求
め
て
い
る
の
は
、

破
棄
自
判
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
を
不
適
法

と
し
た
平
成
５
年
最
判
の
変
更
、
米
軍
機

飛
行
差
止
を
認
め
な
い
従
来
の
法
令
解
釈

の
変
更
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
最
高
裁
は

弁
論
を
開
き
、
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ

と
に
な
る
が
、
弁
護
団
は
、
こ
の
と
き
の

た
め
に
日
米
地
位
協
定
の
解
釈
な
ど
に
つ

い
て
、
更
な
る
意
見
書
の
作
成
に
向
け
て

学
者
・
研
究
者
と
の
連
繋
を
強
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

最
高
裁
判
決
の
時
期
に
つ
い
て
は
確
た
る

こ
と
は
い
え
な
い
が
、
通
常
で
あ
れ
ば
５

年
ほ
ど
先
、
場
合
に
よ
っ
て
は
３
年
ほ
ど

で
言
い
渡
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

５

引
き
続
き
原
告
ら
全
員
で
取
り
組
も

う
！

今
後
、
弁
護
団
と
し
て
は
、
前
述
の
通

り
上
告
理
由
等
の
補
充
、
法
解
釈
な
ど
に

つ
い
て
学
者
等
の
連
繋
を
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
原
告
ら
個
々
人
の
訴
訟
へ
向

け
て
の
活
動
が
、
高
裁
判
決
を
も
っ
て
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し

て
な
い
。

自
衛
隊
機
・
米
軍
機
の
飛
行
差
止
を
求

め
て
の
最
高
裁
で
の
闘
い
は
、
書
面
上
の

当
事
者
と
し
て
は
一
定
数
の
差
止
原
告
と

し
て
特
定
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
当
初

よ
り
原
告
ら
の
代
表
と
い
う
立
場
で
訴
訟

を
進
め
て
お
り
、
今
後
と
も
そ
の
立
場
に

は
変
わ
り
が
な
い
。
東
京
高
裁
で
過
去
分

の
損
害
賠
償
請
求
が
認
容
さ
れ
た
こ
と
で
、

原
告
と
し
て
の
役
割
が
終
わ
っ
た
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
高
裁
が
認
め
た
将
来
請

求
に
つ
い
て
国
は
上
告
を
し
て
お
り
、
こ

の
点
で
は
、
損
害
賠
償
に
関
し
て
も
ま
だ

ま
だ
原
告
全
員
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
。

引
き
続
き
、
皆
さ
ん
が
、
一
致
団
結
し
て

最
高
裁
判
決
勝
利
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
く
必
要
が
あ
る

弁
護
士

石

黒

康

仁

と き：２０１６年１月１７日（日）１２時～
ところ：大和市生涯学習センター（２０７号室）
会 費：お一人様 ２､０００円 「当日徴収」
申 込：各支部/支部長又は幹事まで
締め切り： 申込締め切りは１月１２日（火）まで
内 容： ①最高裁取り組みの報告（弁護団）

②お楽しみ大抽選会豪華賞品有り
最後まで列席の方に限る
もれなく全員に記念品あり
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月

日
午
前
、
訴
訟
団
の
臨
時
代
議

10

11

員
総
会
が
開
か
れ
、
７
月
３
０
日
の
東
京

高
裁
判
決
を
受
け
て
提
起
し
た
、
今
後
の

最
高
裁
で
の
闘
い
、
確
定
し
た
損
害
賠
償

金
・
過
去
分
の
支
払
い
に
つ
い
て
の
議
案

は
全
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
各
支
部
選
出

の
代
議
員
の
皆
さ
ん
、
役
員
の
皆
さ
ん
、

来
賓
の
皆
さ
ん
に
注
目
さ
れ
、
意
見
を
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、

こ
の
間
の
裁
判
闘
争
に
ご
参
加
さ
れ
た
多

く
の
原
告
会
員
の
皆
さ
ん
に
心
よ
り
、
感

謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
ま
た
、
大
変
残
念
な

報
告
で
す
が
、
藤
田
栄
治
団
長
が
、
９
月

７
日
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
藤
田

団
長
の
遺
志
を
つ
い
で
、
み
ん
な
で
最
高

裁
の
闘
い
に
頑
張
る
決
意
を
申
し
あ
げ
ま

し
た
。

総
会
で
確
認
さ
れ
た
１
号
議
案
、
東
京

高
裁
判
決
と
最
高
裁
の
闘
い
で
は
、
米
軍

機
の
飛
行
差
し
止
め
等
に
つ
い
て
上
告
し

最
高
裁
で
の
闘
い
を
進
め
る
事
に
な
り
ま

す
。

今
後
の
取
り
組
み
を
整
理
す
る
と

米
軍
機
の
飛
行
差
し
止
め

―

民
事
訴

(1)訟
・
行
政
訴
訟
で
原
告
団
の
代
表
原
告
に

よ
る
取
組
み

自
衛
隊
機
の
飛
行
差
し
止
め

―

民
事

(2)
訴
訟
・
行
政
訴
訟
で
原
告
団
の
代
表
原

告
に
よ
る
取
組
み

損
害
賠
償
の
内
、
国
が
上
告
し
た
将
来

(3)
請
求
分

―

全
原
告
に
よ
る
取
組
み

確
定
し
た
損
害
賠
償
の
過
去
分
に
つ
い

(4)
て
の
精
算

主
な
課
題
は
以
上
の
４
点
と
な
り
ま

す
。三

次
訴
訟
の
高
裁
判
決
と
は
違
い
、

今
回
は
最
高
裁
で
の
闘
い
に
勝
利
す
る

た
め
の
運
動
と
財
政
が
必
要
と
な
り
ま

す
。し

た
が
っ
て
、
今
後
、
最
高
裁
で
の

活
動
を
進
め
る
た
め
の
体
制
作
り
、
活

動
資
金
の
両
面
を
考
慮
し
て
、
基
本
的

考
え
方
を
提
起
し
ま
す
。

、
最
高
裁
の
闘
い
を
５
年
と
し
て
運
動

1
の
継
続
を
図
る
。

、
原
告
団
の
事
務
所
や
役
員
体
制
は
継

2

続
し
、
弁
護
団
と
も
連
携
し
て
運
動

を
進
め
る
。

、
原
告
団
費
は
過
去
分
の
損
害
賠
償
金

3

で
一
旦
整
理
し
、
今
後
の
運
動
期
間

を
概
ね
５
年
間
と
想
定
し
て
必
要
な

活
動
資
金
を
損
害
賠
償
金
よ
り
確
保

し
、
原
告
団
費
は
今
後
徴
収
し
な
い

方
向
と
す
る
。
裁
判
が
長
期
化
す
る

場
合
は
、
定
期
代
議
員
総
会
で
協
議

す
る
。

、
確
定
し
た
損
害
賠
償
金
の
過
去
分
に

4

つ
い
て
は
、
以
下
の
２
号
議
案
の
よ

う
に
精
算
し
、
今
後
の
必
要
経
費
も

そ
の
中
で
確
保
す
る
。

、
飛
行
差
し
止
め
の
闘
い
に
勝
利
す
る

5

た
め
、
全
国
の
爆
音
訴
訟
団
の
闘
い
、

支
援
団
体
と
の
連
携
を
強
め
て
い
く
。

第
２
号
議
案
は

損
害
賠
償
金
（
過
去

分
）
の
支
払
い
に
つ
い
て
（
金
額
等

は
割
愛
し
ま
し
た
。）

損
害
賠
償
金
精
算
の
基
本
的
考
え
方
と

［1]

内
容

、
損
害
賠
償
金
（
過
去
分
）
に
つ
い
て

1

高
裁
判
決
に
基
づ
い
て
確
定
し
た
過

去
分
の
損
害
賠
償
金
は
、
弁
護
費
用

な
ど
を
差
し
引
い
た
受
取
額
と
な
り

ま
す
。

、
必
要
経
費
の
徴
収
と
原
告
会
費
の
返

2

却
に
つ
い
て
必
要
経
費
と
し
て
、
こ

の
間
の
訴
訟
に
要
し
た
諸
経
費
、
原

告
会
費
返
済
費
、
及
び
今
後
の
裁
判

継
続
費
用
等
、
損
害
賠
償
金
よ
り
徴

収
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

今
後
の
必
要
経
費
を
勘
案
し
、
か
つ
全

(1)

原
告
の
公
平
を
期
す
た
め
、
損
害
賠

償
額
の
一
律

％
を
徴
収
さ
せ
て
頂

8,5

き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
世
帯
代
表
か
ら
納
入
し
て
い

(2)

た
だ
い
た
原
告
会
費
は
、
賠
償
金
支

払
い
の
公
平
性
と
事
務
作
業
を
ス
ム

ー
ズ
に
行
う
た
め
、
全
額
返
却
し
ま

す
。 団

長
代
行
・
金
子
豊
貴
男

参加報告：野口豊

10月15日午前11時開
廷、判決が言い渡され
る。

岩国地方裁判所前に
は支援者や原告の人た
ちが集まり開廷時間を
待つ、午前10時30分傍
聴券の抽選が行われ、

開廷10分前に原告や
支援者らが隊列を組ん
で裁判所を一周して原
告だけが法廷に入ると

いうパホーマンスを行った。
12時30分判決内容について、（岩国市福祉会館２階ホールに移動）して報

告集会が行われた。
岩国の騒音を巡る判決は初めて、飛行場周辺６５４名で提訴、岩国飛行

場を離発着する米軍機及び自衛隊機の発する騒音等により各種の被害を受
けていると主張して、いずれも民事訴訟の手続きにより、①米軍機及び自
衛隊機の夜間早朝における離発着等の差し止め ②米軍機の横須賀海軍施
設を母港とする空母艦載機の離発着差し止め、③民事特別法２条等に基づ
く損害賠償を求めるとともに（第１次事件、第２次事件）、上記原告らのう
ち２８名が、④米軍機である垂直離着陸輸送機ＭＶー２２オスプレイの離
着陸等の差止を求める（第３事件）という事案です。

飛行差し止めは認めず、騒音では賠償命令、滑走路が沖合に出されたこ
とにより騒音の被害は減少されたとし、従来の民事訴訟に沿った内容で過
去の被害のみに後退した内容です。
住宅防音工事を施工した居室がある場合は室数にかかわらず一律10％を減

額というものです。14時30分報告集会終了、

岩国判決を受け10月16日、全国基地爆音訴訟原告団連絡会議事務局長会
議が岩国訴訟団事務所で開かれました。会議では、全国の基地訴訟で積み
上げてきた賠償基準に沿う賠償額が認定されたことを評価しつつ、全国基
地の共通課題である「飛行差し止め」の実現に向け、①厚木と岩国の判決
を踏まえ、年内を目途に政府交渉を行う、②諸外国の地位協定の研究を進
め日米地位協定の改訂に向け作業グループを作ることなどを決定しました。

「米軍機の飛行差し止め!オス
プレイは米国に撤退しろ!」を
メインスローガンとした集会
が12月5日(土)に14時から海老
名市東柏ケ谷近隣公園で開か
れ、約300名が参加しました。
この集会は厚木爆同・第四次
訴訟団・県央共闘・神奈川平
和運動センターの共催で開か

れ、平和を願う人々、基地撤去を求める人々が「オスプレイ飛来反対」
「厚木爆音訴訟勝利」「沖縄新基地建設反対」などの声を強く上げまし
た。12月3日に原子力空母ロナルド・レーガンが横須賀港に帰港し、基
地周辺では米軍艦載機の爆音が数日前から激しくなっており、第四次訴
訟で「騒音は受忍限度を超え違法である」、との判決が出ているにもか
かわらず相変わらずの住民を無視した飛行で怒りも高まっていました。
集会の司会は第四次訴訟団の相澤事務局長が務め、横田や静岡、沖縄

など各地で反基地闘争を闘う仲間からの現地報告を受けました。それぞ
れオスプレイの飛来や沖縄における米軍の無法を糾弾する発言が相次ぎ
ました。
集会の後、厚木基地まで訴訟団の宣伝カーを先頭にデモ行進を行いま

した。基地正門前で飛行爆音やオスプレイに対する抗議文を米軍基地関
係者に渡そうとしましたが、通告してあったにもかかわらず、なかなか
担当者が出てこず、一時騒然とする場面もありましたが、無事抗議文も
手渡し、この日の集会を終えました。

の
上
、
承
諾
書
と
指
定
口
座
を

記
入
し
事
務
局
に
郵
送
し
て
頂

き
ま
す
。

、
事
務
局
は
返
送
さ
れ
た
書
類

3

を
点
検
の
う
え
、
振
り
込
み
事

務
を
依
頼
し
た
中
央
労
働
金
庫

座
間
支
店
に
送
付
し
、
労
働
金

庫
座
間
支
店
か
ら
各
原
告
名
義

の
指
定
口
座
に
賠
償
金
が
振
り

込
ま
れ
ま
す
。

労
金
座
間
支
店
と
の
協
議
で
は
、

(4)

月

日
か
ら
支
払
い
が
行
な

12

21

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
予
定
で

す
。

今
後
の
原
告
会
費
は
必
要
経
費

(3)

と
し
て
一
括
徴
収
さ
せ
て
い

た
だ
く
た
め
、
２
０
１
６
年

以
降
は
徴
収
し
ま
せ
ん
。

、
必
要
経
費
の
内
訳
に
つ
い
て

3

徴
収
す
る
必
要
経
費
の
主

(1)な
内
訳
は
、
①
清
算
費
用
、

②
支
払
い
調
整
費
用
、
③
今

後
の
裁
判
継
続
費
用
、

④
裁
判
終
了
時
の
事
務
経
費
、

⑤
予
備
費

賠
償
金
支
払
い
手
続
き
に
つ
い

［2]

て

（
す
で
に
具
体
化
さ
れ
、

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
書
類
が

届
き
、
手
続
き
が
順
調
に
進

ん
で
い
ま
す
。）

、
２
０
１
５
年

月
中
に

1

11

「
損
害
賠
償
額
の
説
明
と
お

支
払
い
の
手
続
き
に
つ
い
て

（
仮
称
）
」
の
文
書
を
原
告
（
世

帯
代
表
）
に
送
付
し
ま
す
。

、
損
害
賠
償
金
の
送
金
は
、
各

2

原
告
名
義
の
指
定
金
融
機
関

口
座
へ
振
り
込
み
と
な
り
ま

す
の
で
、
各
原
告
は
、
支
払

わ
れ
る
自
分
の
金
額
を
確
認

原告らの居住区域

慰謝料の基準月額

新滑走路運用前

（Ａ期間及びＢ１期間）

新滑走路運用後

（Ｂ２期間）

Ｗ値75区域

東地区､通津地区及び由宇地区 ４､０００円 ４､０００円

川下地区､麻里布地区､今津・山

手地区､愛宕地区及び灘地区
４､０００円 ０円（請求破棄）

Ｗ値８０地域 ８０００円 ４､０００円

Ｗ値８５地区 １万２､０００円 ８､０００円

Ｗ値９０以上 １万６､０００円 １万２､０００円
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団長代行：金子ときお

11月28日、沖縄・嘉手納基地爆音訴訟団の原告研修会に呼ばれ、講演、
会場は「沖縄市の教育会館ホール」嘉手納原告団の役員200名が集まり、

5時ごろから私の報告、第四次厚木基地爆音訴訟の東京高裁判決の報告
や、神奈川の基地の現状について、スライドを使いながら神奈川での取り
組みを１時間強行いました。質問も出され、交流もでき大変有意義な研修
でした。研修会終了後、嘉手納の皆さんとの交流、翌日は東村・高江のヘ
リパッド建設阻止の9年間続けている座り込みテントを訪問・激励、交流
もしてきました。

東村・髙江はヤンバルとよばれる亜熱帯森林のなかにある約160人の住
民が暮らす小さな集落。この集落をかこむように米軍のヘリパッド（ヘリ
コプター着陸帯）を６つ作る工事がはじまっている。高江は米軍のジャン
グル訓練センターの真横にあり、実際は訓練センターの中に高江があるか
のようになっているとのこと。

ヘリパッドが増設され、これ以上ヘリが飛んだら、しかも新型機オスプ
レイが飛んだら、高江に人が住めなくなる！と考えた高江の住民が、『自
分の家で普通に暮らすため』に、2007年7月から工事現場の入り口で、非
暴力の抗議 説得活動として座り込みを始めました。

国や村当局が国有地へのテント設置を妨害するので、昨年2014年にＮ－
４というヘリパッドができてしまったが、その後もテントを今の場所に移
して、座り込みを続けている。県道の道路側溝の蓋は木材の板を並べたも
ので、車をその上に止めると折れてしまうような感じで、国や村当局の妨
害もあの手この手だと思いました。

高江の座り込みの皆さんに持っていった（羽田で買った）区分航空図・
沖縄編を見せ、嘉手納の役員も交え今後の高江や辺野古の航空路がどうな
るかも話し合い、有意義な意見交換もできました。

参加報告：山村充夫

11月14日から全国1800名
の参加者を集めて第52回護
憲大会が青森市で開催され、
神奈川代表団の一員として、
第四次訴訟団からも私と大
和第6支部長の住中さんの2
名が参加しました。大和か
ら青森まで東北新幹線を利
用しても約5時間の長旅でし
たが、無事到着。小雨模様
でしたが、あまり寒さも感

じず、青森市文化会館の開会式に臨みました。オープニングでは地元
の皆さんによる津軽三味線の演奏で迎えられ、活気づきました。主催
者の平和フォーラム代表、福山真劫さんから「安倍政権に負けてたま
るか。総がかり運動として貧困、格差の問題に取り組む。そのために
野党共闘を実現させよう」と力強い挨拶を受けました。続いてのシン
ポジウムでは鎌田慧さんなど4人のパネリストから戦争法案に反対して
きた国会前の集会、総がかり行動や安倍の言う積極的平和主義は欺瞞

で、政治学者のヨハン・ガルトングが提唱した「積極的平和」と字
面が似ているが、全くの別物で、真の積極的平和主義は、対話で貧
困や格差をなくし、争いの基をなくすことだといっており、武力で
抑制力を強くするものではないと話されました。
私たち第四次訴訟団は厚木基地の爆音、飛行機事故の危険を訴え、

究極的には基地撤去を求めて闘っていますが、その壁となっている
のが日米安保であり、地位協定です。爆音による被害の損害賠償は
裁判で勝ち取っていますが、米軍機の飛行差し止めは実現していま
せん。また艦載機を載せてくるのは原子力空母であることの危険性
もまだまだ充分に知られているとは思えません。私はこの艦載機に
よる爆音被害裁判闘争の経過と原子力空母の問題を護憲大会に集ま
った人たちと交流したいと思い、翌15日の第1分科会の「非核・平
和・安全保障」に住中さんとともに参加しました。
第1分科会では軍事評論家の前田哲夫さんから問題提起と、沖縄

平和運動センターの大城事務局長から沖縄の現状について報告を受
けた後質疑に入りました。参加者からは「行政改革の中で防衛費は
縮小されてきたが、安倍内閣から防衛費が増やされている」ことの
質問があり、前田氏から「5兆円を超す要求が出されており、増加
している。これは日米協力の拡大が装備面で表れている」と答えが
ありました。そのほか、「中国が南沙諸島に人工島を作っている問
題で質問があり、「人工島はどこの国でも作っているが、中国は派
手なので特に目立っている。もともと南沙諸島はフランスが領有し
ていたが、その後日本が占領したものであり、大戦後日本が放棄し
たもの。その後の領有権で各国が争っている」と南沙諸島の歴史に
ついて述べられ、日本とのかかわりを知ることができました。
第1分科会は午前中で終わりましたが、午後から基地ネット分科

会が別会場で開かれ、そちらにも参加しました。こちらでも前田哲
夫氏の「戦争法と基地問題」の問題提起があり、「安保条約第5条は
個別自衛権について書かれ、第6条で米軍に対する基地の使用につ
いて書かれている。日本の防衛について米軍から寄与は受けるが、
米軍には基地の使用という授与を与えることでバランスをとってい
る。米国の自衛権のため日本の基地の使用を認めている。戦争法に
よる集団的自衛権を認めるならば、第5条は不要となる」と話され
た。そうなのかと思いました。その後各地から戦争をさせない1000
人委員会活動やオスプレイ問題、基地問題についての活動報告がな
されました。私も厚木基地裁判の経過について報告をしましたが、
他の基地訴訟団からの参加がなかったようで発言がなく、少し残念
でした。貴重な第52回護憲大会に参加をさせていただき、ありがと
うございました。お礼を申し上げます。

裁判はまだ続いてます

裁判は今後最高裁が決着するまで続きま
す。今後ともよろしくご協力お願い申し上
げます。

なお、10月11日の臨時代議員総会で決定
致しました賠償金過去分の支払いにつきま
しては、各人にお通知しておりますが、
書類の不備（提出期限後、間違い、記入漏れ）などで書類の返
送が多々来ており、この分については、2016年の1月以降の振
込になりますのでご了承下さい。

また、振込当日は、午前中いっぱいかかるため、振り込み確認
は午後からお願いします

8月 11日 飛行差し止め 最高裁へ上告 ／原告団ニュース49号発行

8月 12日 第 1回実務作業委員会

8月 20日 第 2回実務作業委員会／（オスプレイ 4機 厚木基地着陸）

8月 21～ 28 オスプレイ監視行動（基地北側県道沿い）

8月 22日 戦争法案を廃案に！神奈川集会（やまと公園） 参加

8月 25日 第 3回実務作業委員会

8月 31日 （オスプレイ2機 岩国へ）／ 9月 2日（オスプレイ 2機 岩国へ）

9月 1日 精算業務委員会

9月 3日 弁護団会議

9月 7日 （藤田栄治団長 逝去 通夜 9/11・告別式 9/12）／平和センター幹事会 参加

9月 8日 上告委任状 原告宅送付（2,290通）

9月 10日 （オスプレイ2機 厚木基地着陸→１時間後 岩国へ）

9月 11日 オスプレイ飛来 抗議行動（厚木基地正門前）

9月 16日 精算業務･実務作業委員会

9月 20日 高裁判決説明会（大和学習センター）／役員会

9月 26日 （オスプレイ３機 厚木基地着陸）

9月 28日 弁護団会議 ／（オスプレイ1機 厚木基地へ着陸）

10月 1日 事務局打ち合わせ／（原子力空母ロナルド・レーガン 横須賀基地入港）

10月 2日 ロナルド・レーガン配備反対横須賀集会 参加／（オスプレイ4機岩国へ）

10月 5日 原告団ニュース50号発行（臨時代議員総会議案書）

10月 7日 オスプレイ飛来 抗議行動（厚木基地正門前、南関東防衛局）

10月 10日 県央ピースフェスティバル 参加

10月 11日 臨時代議員総会（大和市勤労福祉会館）

10月 13日 高裁判決･上告説明会（渋谷学習センター）

10月 15日 岩国訴訟地裁判決 参加／（ロナルド・レーガン 横須賀基地出港）

10月 19日 役員会議

10月 20日 弁護団会議

10月 21日 弁護士打ち合わせ ／労金打ち合わせ

10月 25日 オスプレイ横田配備に反対する東京集会 参加（多摩川中央公園）

11月 2日 承諾書兼振込依頼書 原告宅送付（2,328通）

11月 9日 弁護団会議

11月 10日 平和センター幹事会 参加／東日本連絡会議 参加

11月 11日 県央共闘幹事会 参加

11月 14日 委任状 個別訪問（弁護士、事務局）／護憲大会 参加（青森県）

11月 17日 委任状 個別訪問（弁護士、事務局）

11月 24日 弁護団会議

11月 26日 役員会議 ／労金打ち合わせ

12月 4日 第 1回振込分 計算センターへ送付（5,420通）

12月 5日
米軍機の飛行差し止め、オスプレイ撤退 !神奈川集会 参加（東柏ヶ谷近隣公園）／弁
護士打ち合わせ
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